72

123

24

21

24

22

28

10 10
23
12
20
23 27
28 43
15
( )
24
68 10

69 10 12

12



(

)



(

(

(

(

(

)

)

)

)

)



15
30

AN AN A A A A A

“w v v v WV N

(10)

10



(

(

)

)

100

30



10

11

12



13

14

15
(

(

(

)

)

)

18



16

17

18



19

20

21

(

)

12

29



)

(

22

23

24

25

26
¢ )

2 N Y W o

N N\

27

10



28

29

30

31

11



32

33

35

36

37

38

12



39

40

41

42

43

28

10
11

10

13



23

12

14



16

3,000 ()
1,500 ()
1,500 ()
500 ()
1,900
607
1,728
600
0.1 50
1,900
460
780
660
607
1,728
500 1.5
200
600
0.1 50

15




840

200

500

1.5

360

16




AN A A

38

17

0479-64-0222
0479-62-5593



	(１)　介護老人保健施設
	(３)　短期入所療養介護　要介護状態になった場合においても、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、看護及び医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことにより療養生活の質の向上並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものとする。
	(５)　介護予防短期入所療養介護　要支援状態になった場合においても、利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、看護及び医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことにより療養生活の質の向上並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものとする。
	(２)　通所リハビリテーション　30人（介護予防通所リハビリテーションを含む。）
	第４章　サービスの内容及び利用料その他の費用の額
	(１)　介護老人保健施設サービス
	キ　送迎サービス
	(３)　通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーション

